






議案第９号資料  朝来市企業誘致及び雇用促進条例新旧対照表 
現     行 改  正  案 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 工場等 日本標準産業分類に掲げ

る業種のうち、製造業、情報通信業、

運輸業、卸売・小売業の用に供する施

設及び市長が必要と認めた施設をい

う。 

 

(2)、(3)（略） 

(4) 投下固定資産総額 工場等を新設

し、又は増設するために新たに要した

費用のうち、土地（操業開始日前３年

以内に取得したものに限る。）、建物及

び償却資産の取得費の合計額をいう。 

 

(5)（略） 

 （奨励措置決定の取消し等） 

第７条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第８条（略） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 工場等 統計法（平成 19年法律第

53 号）第２条第９項に規定する統計

基準である日本標準産業分類の大分

類に掲げる業種のうち、製造業、情報

通信業及び運輸業の用に供する施設

及び市長が必要と認めた施設をいう。 

(2)、(3)（略） 

(4) 投下固定資産総額 工場等の新設

又は増設のために新たに要した費用

のうち土地（当該新設又は増設に係る

操業開始日前３年以内に取得したも

のに限る。）、建物及び償却資産の取得

費の合計額をいう。 

(5)（略） 

（奨励措置決定の取消し等） 

第７条（略） 

（朝来市企業奨励措置審査会） 

第８条 市長の附属機関として、朝来市企

業奨励措置審査会（以下「審査会」とい

う。）を置く。 

２ 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲

げる事項について審査し、その結果を市

長に答申するものとする。 

(1) 奨励金の交付決定及びその取消しに

関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、奨励措置

の審査に関し必要な事項 

 （組織） 

第９条 審査会は、委員５人以内で組織

する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のうち

から、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、

委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 委員は、職務上知り得た情報を漏らし

てはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

（委任） 

第 10条（略） 



別表（第３条関係） 

種別 交付基準 交付額 交付期間等 

企業立地

促進奨励

金 

投下固定資産総額

が１億円以上で、

かつ、操業開始の

日前３箇月から操

業開始の日までに

新たに雇用された

常用雇用者で市内

に住所を有するも

のが３人以上であ

ること。 

投下固定資産総

額に100分の５を

乗じた額。ただ

し、3,000万円を

限度とする。 

新設又は増設に

対して１回限り

とする。 

固定資産

税相当額

奨励金 

 

 

 

投下固定資産総額

が3,000万円（小売

業の新設にあって

は、5,000万円）以

上で、かつ、操業開

始の日前３箇月か

ら操業開始の日後

６年までの間に新

たに雇用され、引

き続き１年以上継

続して雇用してい

る常用雇用者で市

内に住所を有する

ものが３人以上で

あること。 

納付された固定

資産税に相当す

る額 

新設又は増設に

係る固定資産税

を納付した年度

の翌年度から６

年間交付する。 

雇用促進

奨励金 

左欄に掲げる常

用雇用者１人に

つき40万円を乗

じた額。ただし、

当該常用雇用者

１人につき１回

限りとし、1,200

万円を限度とす

る。 
 

別表（第３条関係） 

種別 交付基準 交付額 交付期間等 

企業立地

促進奨励

金 

投下固定資産総額

が１億円以上で、

かつ、新設又は増

設に伴う操業開始

の日前３箇月から

操業開始の日まで

に新たに雇用され

た常用雇用者が５

人以上であるこ

と。 

投下固定資産総

額に 100 分の５

を乗じて得た額。

ただし、3,000万

円を限度とする。 

新設又は増設

に対して１回

限りとする。 

固定資産

税相当額

奨励金 

投下固定資産総額

が 3,000万円以上

で、かつ、新設又

は増設に伴う操業

開始の日前３箇月

から操業開始の日

後６年までの間に

新たに雇用され、

引き続き１年以上

継続して雇用して

いる常用雇用者が

５人以上であるこ

と。 

納付された固定

資産税の２分の

１に相当する額 

新設又は増設

に係る固定資

産税を納付し

た年度の翌年

度から６年間

交付する。 

雇用促進

奨励金 

左欄に掲げる市

内に住所を有す

る常用雇用者１

人につき 40 万円

（市外に住所を

有する常用雇用

者の場合は、１人

につき 20万円）

を乗じて得た額

とし、40 人を限

度とする。 

新設又は増設

に係る固定資

産税を納付し

た年度の翌年

度から６年間

交付すること

とし、当該常用

雇用者１人に

つき１回限り

とする。 

 



 

 

附則第３項関係 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対
照表 

現     行 改  正  案 

別表（第２条関係） 

報酬額表 

区分 報酬の額 

（略） 

教育支援委員会 委員 日額 9,000円

（略） 
 

別表（第２条関係） 

報酬額表 

区分 報酬の額 

（略） 

教育支援委員会 委員 日額 9,000円

企業奨励措置審

査会 

委員 日額 9,000円

（略） 
 

 

 

 


